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ずい道等建設工事における粉じん対策に関するガイドラインの改正

について 

 

ずい道等建設工事における粉じん対策については、「ずい道等建設工事

における粉じん対策の推進について」（平成12年12月26日付け基発第768

号の２）の別添１「ずい道等建設工事における粉じん対策に関するガイド

ライン」（以下「ガイドライン」という。）により推進しているところで

す。 

今般、ずい道等建設工事における粉じん対策に関し、作業環境を将来に

わたってよりよいものとする観点から、「トンネル建設工事の切羽付近に

おける作業環境等の改善のための技術的事項に関する検討会」の報告書

（令和２年１月30日公表）における提言を踏まえ、粉じん障害防止規則及

び労働安全衛生規則の一部を改正する省令（令和２年厚生労働省令第128

号。以下「改正省令」という。）、ずい道等の掘削等作業主任者技能講習

規程の一部を改正する件（令和２年厚生労働省告示第235号）及び粉じん

作業を行う坑内作業場に係る粉じん濃度の測定及び評価の方法等（令和２

年厚生労働省告示第265号）が公布及び告示され、一部の規定を除き、令

和３年４月１日から施行されます。 

本改正の趣旨を踏まえ、改正省令により改正された粉じん障害防止規則

（昭和54年労働省令第18号）及びそれに基づく厚生労働省告示の規定のほ

か、事業者が実施すべき事項及び関係法令等を一体的に示すことにより、

ずい道等建設工事における粉じん対策のより一層の充実を図るため、ガイ

ドラインの全部を別添１のとおり改正いたしました。参考として、新旧対

照表（別添２）を添付いたしますので、ご活用ください。 

つきましては、貴職におかれましては、改正されたガイドラインの趣旨

をご理解いただき、ずい道等建設工事の発注に当たり、必要な経費の積算

にご配慮いただくようお願いします。 

  



 

別記 

 

国土交通省大臣官房長 

各都道府県知事 

（独）鉄道建設・運輸施設整備支援機構 理事長 

東日本高速道路株式会社 代表取締役社長 

中日本高速道路株式会社 代表取締役社長 

西日本高速道路株式会社 代表取締役社長 

 

 


